
平成２３年（厚）第３４号

平成２３年８月３１日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２の３の原

処分を取り消すことを求め、原処分によっ

て変更された月に遡って加給年金の支給を

求めるということである。

第２　事案の概要

１　請求人は、厚生年金保険法（以下「厚

年法」という。）附則第８条の規定に基

づく老齢厚生年金（いわゆる特別支給の

老齢厚生年金。以下「特老厚年金」とい

う。）の受給権の発生及び失権の経緯を

経て、６５歳に達したことにより、平成

○年○月○日以後は、同法第４２条の規

定による老齢厚生年金（以下、単に ｢老

齢厚生年金 ｣ という。）及び国民年金法

第２６条の規定による老齢基礎年金を受

給していた。請求人の老齢厚生年金には、

厚年法第４４条の規定による配偶者（当

時はＧ、離婚後はＧ）に係る加給年金額

が加算されていた。

２　請求人は、平成○年○月○日に離婚し

たことから、同○年○月○日（受付）、

厚生労働大臣に対し、Ａは加給年金額の

対象者に該当しなくなったとして、「加

算額・加給年金額　対象者不該当届 ｣を

提出した。

３　厚生労働大臣は、請求人に対し、平成

○年○月○日付で、｢年金に加算されて

いた加給年金額または加算額の対象者と

の生計維持関係がなくなったこと・・・

により、年金額を変更しました。｣とし

て、老齢厚生年金の支給額を、平成○年

○月に遡って加給年金額を加算しない額

に変更する処分（以下「原処分」という。）

をした。

４　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。請求人が主張する不服の理由は、

本件裁決書添付別紙のとおりである。

５　厚年法第４４条第１項は、老齢厚生年

金（その年金額の計算の基礎となる被保

険者期間の月数が２４０以上であるもの

に限る。）の額は、受給権者がその権利

を取得した当時、その者によって生計を

維持していたその者の６５歳未満の配偶

者又は子（１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子に限る。）

があるときは、第４３条に定める額に加

給年金額を加算した額とする旨規定して

いる。また、同条第４項は、「第１項の

規定によりその額が加算された老齢厚生

年金については、配偶者又は子が次の

各号のいずれかに該当するに至ったとき

は、同項の規定にかかわらず、その者に

係る同項の加給年金額を加算しないもの

とし、次の各号のいずれかに該当するに

至った月の翌日から、年金の額を改定す

る。」と規定し、次の各号の定めとして、

同項３号に「配偶者が、離婚又は婚姻の

取消をしたとき。」と規定している。

６　本件の場合、請求人は、請求人の老齢

厚生年金について、配偶者に係る加給年

金額が加算されていないこと、すなわち、

平成○年○月○日に離婚したことにより

加算しないこととされたことを不服とし

ているのである。しかし、配偶者を対象

とする加給年金額についての厚年法の規

定は上記のとおりであり、原処分は、上

記法規定に則ったものといえるから、そ

れにもかかわらず、請求人の上記主張を

理由があるものとして採用できるかが問

題となる。

第３　当審査会の判断

１　一件記録によると次の各事実が認めら

れる。

(1)　請求人は、昭和○年○月○日に父

Ｂ、母Ｃの長男として出生し、昭和

○年○月○日Ｄ（以下 ｢Ｄ ｣という。）

と婚姻した。２人の間には長男Ｅ（昭

和○年○月○日生）及び次男Ｆ（昭和



○年○月○日生）が生まれたが、平成

○年○月○日、請求人は、Ｄと協議離

婚した。

(2)　請求人は、平成○年○月○日、Ｇ（以

下 ｢ Ｇ ｣ という。）と婚姻したが、同

○年○月○日、Ｇと協議離婚した（以

下、この離婚を「本件離婚」という。）。

２　原処分に関する請求人の主張について

の判断上記第２の１から３までの事実に

よると、請求人は、平成○年○月○日に

６５歳に達した者で、同日を受給権発生

の日とする老齢厚生年金を受給していた

ところ、その当時、請求人には、加給年

金額加算の対象者である配偶者として

Ａ（平成○年○月○日婚姻）がいたこ

と、厚生労働大臣（注：平成２１年１２

月３１日までは社会保険庁長官。以下同

じ。）は、請求人が平成○年○月○日（受

付）に提出した ｢老齢厚生年金加給年金

額加算開始事由該当届 ｣を審査して、Ａ

につき、請求人に加給年金額を加算した

が、平成○年○月○日に本件離婚をした

ことにより平成○年○月から支給額を変

更する原処分をしたことが認められる。

そして、請求人とＡが、平成○年○月○

日に本件離婚をしたことは、上記１に認

定のとおりである。そうすると、請求人

は、厚年法第４４条第４項第３号が加給

年金額を加算しない事由として規定する

「配偶者が、離婚又は婚姻の取消をした

とき。」に該当するに至ったものと認め

られるから、原処分は、適法かつ妥当と

いうべきである。

請求人は、「請求人とＡは、平成○年

○月より現在に至るまでの間、現住所に

て起居及び生計を一にしつづけており、

実態としての夫婦関係が何の変化もなく

維持されている。」として、離婚は戸籍

上のみの離婚であり、事実上婚姻関係は

継続している旨主張する。また、請求人

は、○○高速道路公団を退職後は、グル

－プ会社の組織変更や人事権を有する役

職にある一方、Ａは、ａ社の代表取締役

であり、同社の業務内容は請求人の職務

権限と密接に関連しているため、公私混

同であるとか、発注権限の濫用であると

か、同社は請求人の影響力で受注してい

るなどという誹謗中傷・恫喝されること

があり、商業登記簿謄本の ｢Ｈ ｣名義を

なくさなければ誹謗中傷・恫喝は続くと

判断したため、ＨがＡになるための方便

として本件離婚をした旨主張するので検

討する。協議離婚は、当事者の意思に基

づいて婚姻関係を解消する制度であり、

創設的身分行為であって、民法は、協議

離婚について、届出の方式を要求してお

り（民法第７６４条、第７３９条）、協

議離婚がこのように要式行為とされたの

は、協議離婚によって当事者の夫婦たる

身分が消滅し、その結果、身分法・財産

法関係に各種の影響を与えるため、これ

を一般に公示する必要があるからであ

る。そして、協議離婚は、当事者の離婚

意思の合致と離婚届により成立するので

あるところ、離婚届は、一般に身分関係

上重大な効果を招来するものとして認識

されており、それ相応の方式も要求され

ているものであるから、離婚届を提出す

るという行為が、お互いの意思に基づい

て行われた以上、引き続き離婚前と実体

的に何ら変わらない状態であっても、こ

れを厚年法第４４条第４項第３号にいう

離婚に該当しないものとして取り扱うこ

とはできないものというべきである。ま

た、本件離婚が請求人主張の方便のため

にした離婚であったとしても、所期の目

的であるＡの「Ａ」姓への復氏は離婚に

よって初めて生ずる効果であるから（民

法第７６７条第１項）、請求人とＧが提

出した離婚届が法律上の婚姻関係を解消

する両者の意思の合致に基づいてされた

ものといわざるを得ず、請求人とＡに離

婚の意思が全くなかったとまではいえな

いから、本件離婚を上記方便の所以を

もって無効とすることができないことは

当然である（最高裁判所昭和３７年（オ）

第２０３号同３８年１１月２８日第一小

法廷判決・民集１７巻１１号１４６９頁

参照）。なお、請求人は、本件離婚後も

Ａと事実上婚姻関係と同様の事情があり



生計維持関係もあるから、厚年法第３条

第２項により、引き続きＡを配偶者と認

めるべきであるとも主張するが、Ａは、

請求人の法律上の配偶者であることを理

由として加給年金額加算の対象者とされ

ていたものであるところ、本件離婚によ

りその身分上の地位を喪失したことによ

り、原処分がなされたのであり、請求人

が厚年法第３条第２項所定の配偶者には

該当しないとして原処分がなされたわけ

ではないから、上記主張は採用の限りで

はない。

第４　結論

以上の認定及び判断の結果によると、原

処分は適法かつ妥当であり、請求人の再審

査請求は理由がないから、いずれもこれを

棄却することとして、主文のとおり裁決す

る。


